
 

東京都アレルギー疾患医療拠点病院等募集要項 

 

１ 公募の趣旨 

東京都（以下「都」という。）は、東京都アレルギー疾患対策推進計画に基づ

き、都におけるアレルギー疾患対策を総合的に推進しています。 

本計画において、都は、都民がアレルギーの状態に応じて適切な医療を受けるこ

とができるよう、都内のアレルギー疾患医療の質の向上と医療機関の連携体制の構

築、情報提供の充実に取り組み、その一環として、診断が困難な症例や、標準的治

療では病態が安定しない重症及び難治性のアレルギー疾患患者が円滑に専門的な医

療を受けられるよう、専門的なアレルギー疾患医療を提供する医療機関のネットワ

ーク構築に取り組むこととしています。 

このため、都では、内科、小児科、皮膚科、耳鼻咽喉科、眼科にわたる幅広いア

レルギー疾患の診療領域において、診断が困難な症例や、標準的治療では病態が安

定しない重症及び難治性のアレルギー疾患患者の診療に関して、専門的なアレルギ

ー疾患医療を提供する医療機関を募集し、要件に適合する病院を指定、公表するこ

とを通じて、患者が状態に応じた適切な医療を受けられる体制の整備を進めていき

ます。 

 

２ 公募内容 

都におけるアレルギー疾患医療提供体制の整備を進めるため、東京都アレルギー

疾患医療提供体制整備等実施要綱（令和５年１０月２３日付５保医健環第３３３

号、以下「実施要綱」という。）及び東京都アレルギー疾患医療拠点病院等選定要

領（令和５年１０月２３日付５保医健環第３３３号、以下「選定要領」という。）

の定めるところによる、専門的なアレルギー疾患医療を提供する医療機関を公募し

ます。 

（１）東京都アレルギー疾患医療拠点病院（以下「拠点病院」という。） 

実施要綱第５、第８、第９及び第１１並びに選定要領第３の１及び第４の規定

に適合する病院。 

（２）東京都アレルギー疾患医療専門病院（以下「専門病院」という。） 

実施要綱第６、第８、第９及び第１１並びに選定要領第３の２及び第４の規定 

に適合する病院。 

 

３ 応募資格 

申請時において以下の要件を全て満たすことが必要です。 

（１）東京都内に所在する医療機関であること。 

（２）医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定する病院として 

開設許可を受けていること。 

（３）健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６３条第３項第１号に定める保険医 

療機関の指定を受けていること。 

（４）東京都暴力団排除条例（平成２３年条例第５４号）に定める暴力団員又は暴力
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団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

（５）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４ 

７号）第８条第２項第１号に掲げる処分を受けている団体に所属し又は関与して 

いないこと。 

（６）法人税、消費税及び地方消費税、並びに地方税について滞納がないこと。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをし 

ていないこと又は民事再生法（平成１１年法律第２５５号）に基づく再生手続開 

始の申立てをしていないこと。 

 

４ 応募方法等 

（１）提出書類 

  ア 申請書  （拠点病院、専門病院で様式が異なります。） 

イ 申請書別紙（拠点病院、専門病院で様式が異なります。） 

ウ 添付書類 （外来担当医表、人材育成計画（拠点病院のみ）） 

 

（２）提出方法 

提出書類一式（電子データ）を電子メールにて御提出ください（以下の 

ア、イを参照）。 

なお、電子メールでの提出が難しい場合は、御相談ください。 

  ア ファイル名 

先頭に病院名を記載してください。 

(例)【●●病院】東京都アレルギー疾患医療拠点病院申請書別紙 

  イ メールの件名 

「【●●病院】アレルギー疾患医療拠点（専門）病院申請書の送付」と記載 

   してください。 

 

（３）提出先 

東京都保健医療局健康安全部環境保健衛生課アレルギー疾患対策担当 

電子メール S1150604@section.metro.tokyo.jp（環境保健衛生課組織端末） 

 

（４）提出期限 

令和５年１２月１５日（金曜日）午後５時まで 

 

５ 選考方法等 

（１）選考の手順 

ア 書面審査 

提出された申請書類について、所定事項の記載の有無等を確認します。書面

審査において、記載内容等に疑義がある場合には、お問い合わせさせていただ

くことがあります。 

イ ヒアリング 

必要に応じて、申請のあった医療機関に対し、都の事業所管部によるヒアリ

ングを実施します。ヒアリングを欠席される場合、申請を辞退したものとして



取り扱うことがあります。 

ウ 基準適合審査 

書面審査及びヒアリングの結果を踏まえ、アレルギー疾患対策に係る有識者

等で構成される東京都アレルギー疾患医療拠点病院等検討部会（以下「検討部

会」という。）において、指定要件等への適合の審査を実施します。 

エ 指定 

検討部会において基準への適合が確認された病院について、東京都アレルギ

ー疾患対策検討委員会に報告し、意見を聴取した上で、指定を行います。 

（２）評価結果の通知 

指定の可否は文書により通知します（令和６年２月予定）。指定の可否を除く 

審査経過等については、申請者に通知しません。 

 

６ 失格 

次のいずれかに該当する場合は、失格となります。 

（１）申請医療機関が応募資格を欠く場合 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）審査の公平性を害する行為があった場合 

（４）前各号に定めるもののほか、申請に当たり著しく信義に反する行為があった場 

  合 

 

７ その他の留意事項 

（１）応募に要する費用は、応募者の負担となります。 

（２）申請の際に提出された書類の返却はいたしません。 

（３）本案件に係る情報開示請求があった場合においては、東京都情報公開条例の規 

定に基づき、提出書類の全部又は一部を開示する場合があります。 

 

８ 問合せ先 

東京都保健医療局健康安全部環境保健衛生課アレルギー疾患対策担当 

電話：０３－５３２０－５７９８ 

電子メール：S1150604@section.metro.tokyo.jp（環境保健衛生課組織端末） 


